
文化生活・教育常任委員会  議事次第  

 

 

令和６年８月 20 日（火） 

午 後 １ 時 3 0 分 ～  

於 ： 第 ４ 委 員 会 室  

 

 

 

１  開   会  

 

 

 

２  所管事項の調査  

 

「女性が活躍できる社会づくりについて」  

    参考人：京都大学・大阪大学  名誉教授  

独立行政法人国立女性教育会館  監事  

伊藤  公雄  氏  

 

３  そ  の  他  

 

 

 

４  閉   会  

 

 

 



文化生活部副部長
（府民生活・男女共同参画担当）

西 村 美 紀

男女共同参画課長 里 友 宏

（ 計 2 名 ）

【文化生活部】

文化生活・教育常任委員会　出席要求理事者名簿
（８月20日）



男女共同参画社会の実現を目指して

－京都府文化生活部男女共同参画課－
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京都府男女共同参画推進条例
（平成１６年４月施行）

京都府における男女共同参画の推進（体系）

男女共同参画社会基本法（平成１１年６月施行）

K YOのあけぼのプラン（第４次）
対象期間：令和３年度～１２年度

配偶者等からの暴力の防止及び被害
者の保護・自立支援に関する計画
（第５次）
対象期間：令和６年～令和１０年度

京都女性活躍応援計画
対象期間：平成２８年～令和７年度

国の第５次男女共同参画計画
令和２年１２月２５日閣議決定

主な関連計画

男女共同参画社会の実現

⇓
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Ⅰ あらゆる分野
における女性
の参画拡大

１ 政策・方針決定過程等への女性の参画の拡大

２ 生活の場（家庭・地域）における男女共同参画の推進

３ 就労・雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

４ 男性の意識改革・働き方改革と男性の課題への対応

Ⅱ 安心・安全な
暮らしの実現

５ 貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備

６ 女性に対するあらゆる暴力の根絶

７ 生涯を通じた男女の健康支援

Ⅲ 男女共同参画
社会の実現に
向けた基盤の
整備

８ 男女共同参画についての理解の促進と教育・学習の充実

９ 「子育て環境日本一」の実現に向けた環境整備

10 災害等非常時における男女共同参画の推進

重
点
分
野

京都府組織内での横断的な施策推進
関係機関・団体と連携による施策推進 定期的に実施状況を確認・評価

ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）
京都府男女共同参画計画
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●ジェンダー・ギャップ指数・・・「経済活動への参加と機会」（経済参画）「政治への参加と権限」
（政治参画）「教育の到達度」（教育）「健康と生存率」（健康）の4分野の14項目で、男女平等
の度合いを指数化

●政治・経済活動や意思決定に参加する機会においては，諸外国と比べて男女間の格差が大
きい。

諸外国に後れをとる我が国の「男女共同参画」

G7の中で最下位、
東アジア・太平洋地
域で最下位

【出典】 内閣府男女共同参画局 「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」（R6.6月）

⇒146カ国中118位
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1.女性活躍推進法に基づく中小企業の一般事業主行動計画策定・実行支援

女性活躍応援マネージャー

中小企業

京都労働局京都労働局 京都府京都府 京都商工会議所等京都商工会議所等京都市京都市

社会保険労務士

連携 連携

○女性活躍応援マネージャー、社会保険労務士などの

専門家からなる「女性活躍推進企業支援チーム」が

中小企業を訪問支援

女性中核人材育成研修

京都女性起業家賞

ＷＬＢ推進アドバイザー

認証マーク

＜職場における女性活躍・ワーク・ライフ・バランス推進支援＞

「京都ウィメンズベース」

○「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業の認証
○働き方改革に向けた企業への専門家派遣
〇男性育休取得につながるセミナー実施や企業の伴走支援

２.企業における働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進支援

３.企業を超えた女性活躍のための人材育成

〇キャリアの各段階別（女性中核人材・管理職予備層）、目的・課題別（意識啓発、

管理職・人事担当者向け）など女性活躍推進に向けた総合的な研修メニューを提供

〇理工系分野の学びや仕事への興味・関心を深めるための中高生向けセミナーを

大学・企業と連携して開催

４．女性起業家の顕彰、事業化・ネットワーク構築支援

○京都女性起業家賞の実施
○専門家によるビジネスプラン指導、販路拡大支援
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「一般事業主行動計画策定・実行、働き方改革等に向けた支援」
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「男性育休取得促進事業」

令和６年度は、
男性育休促進セミナーを
計３回実施予定。

・企業向け ２回
（入門編・発展編）
・当事者向け １回
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「中核人材育成研修」
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「京都ＳＴＥＡＭ女子応援事業」

STEAM ＝
Science(科学)

Technology(技術)

Engineering(工学)

Art(芸術)

Mathematics(数学)

ＳＴＥＡＭ分野の学びや
仕事に対する女子中高校
生の関心や理解を深め、
未来の女性研究者・技術
者の裾野の拡大を目指す。
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「京都女性起業家賞～アントレプレナー賞～」
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女性再就職支援コーナー ひとり親自立支援コーナー マザーズコーナー

【相談コーナー】

○各種就職支援セミナー
就職に必要なスキルを習得するセミナー
・社会人基礎力養成
・即戦力化（職種別専門）

○企業説明会
主に子育て中の女性等を
対象とした企業説明会

○スーツ･パンプス等の
無料貸出

【主な支援事業】

○保育の情報提供
きょうと子育てピアサポートセンターと
連携した保育支援情報の収集、提供

○保育室
マザーズジョブカフェ利用中や就職面接の際に無料で
一時預かりを実施（原則６ヶ月～就学前）

専任のキャリアカウンセラーによ
る適性や働き方、就職活動に関
するアドバイス

ハローワークの相談員による

職業相談・職業紹介

母子家庭、父子家庭の方の就業・

生活相談

働きながら子育てしたい女性やひとり親など、一人ひとりの女性のニーズに応じて就業を支援

京都ジョブパーク マザーズジョブカフェ

＜働きたい女性への就業支援＞

○オンライン・電話相談
働き方・保育に関するオンライン・電話相談を実施
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地域活動をさらに発展・継続していくための知識やノウハウを習得しながら、活動が展開できるよう支援。

地域塾（実践の場）

① 地域の発展と女性の活躍につなが
る企画の立案

② ともに学び、実践するメンバーを
５人以上集め、活動を展開

全体塾（交流・学習の場）

参加者同士等のネットワーク構築のための
交流会等に参加し、事業実施に必要な知識
を学習

情報発信（広報の場）

コミュニティFM放送局にて、

活動を発信

知識の習得

参加

ネットワーク

広報

地域活動の事例

【取組事例②：親子と地域をつなぐ食農体験
（株式会社なな色の空）】

【取組事例①：東向日地域活性化プロジェクト
（NPO法人京都子育て応援団）】

➢ 地域に住む親子や農家、地域の事業者が一体となって
食農体験を実施し、地域コミュニティの活性化や、親子
の居場所づくりを図る。

➢ 子育て世帯や子育て支援関係者等が参加して地域課題を抽
出し、課題解決に向けたセミナーやイベントを開催。孤立化
しやすい子育て世帯のネットワークづくり等を図る。

女性活躍応援塾事業
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ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催

幅広い府民の参加と協力のもと、男女共同参画に

関する推進の取組をPRするとともに、参加者間の

交流と学びの場を提供。

【実施内容】

・ 式典、京都府あけぼの賞表彰式

・ ワークショップ

・ バザール

・ スタンプラリー 等
※ワークショップ・バザールは、団体の男女共同参画に

係る活動の成果発表の場となっている。

京都府女性の船事業

地域における女性リーダーを育成するため、昭和56年度から実
施。コロナ禍での中止を除き、毎年実施。参加者数は、4,000人を
超える。
【R6事業概要】
日程 事前研修 令和6年5月25日（土）

船上研修 令和6年6月7日（金）～6月10日（月）
事後研修 令和6年7月6日（土）
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女性活躍支援事業

（１）女性の起業支援（らら京都創業スクール 等）

（２）地域における女性の支援

（ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催等）

（１）災害時女性相談サポーター養成講座
（２）避難所設営体験講座、避難所運営ガイド、男女共同参画の視点の防災教材

「きょうとみんなの防災カード」を用いた啓発

京都府男女共同参画センター（らら京都）

男女共同参画推進の拠点として、府民の求める各種講座や相談の実施、女性の社会参画
支援のための情報提供など男女共同参画社会の実現に向けた取組を実施

男女共同参画の視点での防災支援事業

（３）ＤＶ防止対策事業（ＤＶ防止啓発セミナーの実施 等）

（４）情報提供事業

（ホームページによる情報発信、らら京都ニュースの発行 等）

（５）調査・研究、研修・啓発事業

（京都府内市町村・男女共同参画センターネットワーク会議 等）

相談事業

（１）女性のあらゆる悩みの相談（女性相談、労働相談 等）

（２）男性相談員による男性相談
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集中的に広報啓発活動を行う期間を設け、二次的被害の防止を中心とした啓発事業を実施し、

DV根絶の気運を高める

・パープルリボンキャンペーン（京都タワーのパープルライトアップ）

・DV被害者支援シンポジウム

・市町村や関係機関等と連携した、DVやデートDVに関する啓発

・京都府庁旧本館パープルライトアップ、

京都市役所本庁舎パープルライトアップ

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策

配偶者等からの暴力をなくす啓発期間

ＤＶ被害者が自らの被害に気づき、安心して相談機関等に相談できる環境づくりのほか、
被害者支援の一環としてＤＶ加害者を対象とした更生のためのカウンセリング等を実施

DV加害者プログラム

DV加害者が自らの行動に気づき、暴力に頼らない関係づくりを身につけることを目指し、

専門の相談員による個人カウンセリング・グループワークを行う

ＤＶ被害に気づく環境づくり

・カードやチラシ等の活用による、被害者自身への気づきを促す継続的な情報提供

・市町村や関係団体等と連携した広報啓発（相談支援機関の周知等）
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